
特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名盛岡地方検察庁令和元年12月10日分
一F与一一生一一一≠一一●～字～－

一
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 1 1月9日から1 1月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名盛岡地方検察庁

令和元年12月10日分

番号’ 罪名 ｜ 氏名 ｜ 刑の内容 ｜ 願書受理日

' l l■■ ｜ ■■■■｜ ■■■■ | |

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば, 11月21Hを提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名東京高等検察庁令和元年12月11日分
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名横浜地方検察庁令和元年12月11日分
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済jは，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名横浜地方検察庁
～元一寺デー公一一一一戸ｮ ” ヶ一 ヶ壱一一一～

一マー■一一■ 丘 ●p■ 戸 子､一一

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

1月21日を提出期限とする通
を指す。

通知する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 1
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，

番号 罪名 氏名 刑の ハ■容 願書受理日
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名岐阜地方検察庁令和元年12月10日分
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙S

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名岐阜地方検察庁

金圭且一生一旦一旦全

一■～ コ グーー‐一一

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときはjその者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す｡ ‘

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名 大阪地方検察庁令和元年12月11日分
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2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
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3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 1前期未済jは，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7 管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。
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別紙3

特別基準思諏受翠処靴況､(その2;罪名別受理状況）e 6
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【記戦要領】
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名鳥取地方検察庁令和元年12月11日分
－

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

､ ---

／

一一子一F =－－－今苧 ■一一一一一一－一串一一コ

総計
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

,－

0件(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し, 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受理
ﾆ 宇 少』 矛

当期受理前期未済 合計

処理
仏 - ≠ ﾄ戸全クュ 少÷〆｡＝一fーテタずっ～ターーグーー否ニダーーグー宇令今

当期上申 その他
↓ 合計

未済
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別紙 3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名鳥取地方検察庁
モーー〃一年一 r

サー寺～ゴー－－ コ一ニコ ゴタも ~

－‐す～一一一一一一一一

ﾛ元年12月11日発△

【記載要領】

ユ当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合, 、当期とは， 1．1月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名
１
ｑ
ａ
ａ 刊の 大 毛

Ｐ
ｂ
』
。 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名広島地方検察庁令和元年12月11日分
一Fテ△一争互一一タェョェーマタ一一一 一一一一鈩誤÷＝￥互寺‐～

－
r－

朝上甲

宇件對
－

す”■二二””企ダェ●r q 抄か少”少e凸F 凸FPF会寸●－ザー伊子子ご●ﾖ●”Fヨ ヨ コ●タグご■ ■F ク ク凸タグ”タグ

－

ヤグ～一～一一一”ず一－，－ 一F卦一 △声望芋

うち公選法
－

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

総計
■■■■■■■■■■■■■I■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受理
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名広島地方検察庁 . ～一宇～－

一●●一一一

一亭寺～一一一一一●テーー卒ー~ﾖ ﾏ号令マ、－－ﾛｴ

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ) 6

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは, 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 飛 の 六容 頭書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙S

ニニ |聞蝿
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総計 －

0件(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 一一一÷一ﾏ苧～～ －－F Fあ ご≠ 台 ■

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4「前期未済」は，前期の報告に係る． 「未済件数」 と一致する。

5 「その他｣ .は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の.｢合計」一処理の「合計」＝.｢未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙 ．日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）
､

庁名福岡地方検察庁

金釦工笙_上皇且ﾕｰﾕｰ且全
願書受理日

１
’
２
－
３

、

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 ｢当期｣ とは,本通知の提出期限前の直近の期間(例えば, 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間)を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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